
３ 　※印の欄は記載しないこと。

５ 　金額の単位区分（けた）のある欄の記載に際しては、単位区分に従って正確に記載すること。

第11号様式記載要領

１ この申告書は、道府県内に事務所又は事業所を有する法人税法第２条第５号の公共法人及び法第24条
第５項に規定する公益法人等で均等割のみ課されるものが道府県民税の均等割を申告する場合に使用す
ること。

２ 　この申告書は、４月30日までに事務所又は事業所所在地の道府県知事に１通を提出すること。

４ 「法人番号」欄には、法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律第２条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。


